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アヴァトレード・ジャパン(株) 

 

「お取引約款」の改定に係る新旧対照表 

平成 28年 2月 23日 

改定後（新） 改定前（旧） 

第 6条（お取引口座の開設） 

1．（略） 

2．（略） 

  3．口座開設基準 

（略） 

1．未成年者 

2．満 76歳以上の方 

3．成年被後見人、被保佐人、被補助人、生

活保護法被適用者 

4．長期入院患者等の随時連絡が取れない方 

5．日本国内に登記していない法人 

6．日本国内に本人名義の銀行口座を開設し

ていない方又は法人 

7．反社会勢力に関与している方や脱税行為

その他の違法行為を行っている方 

8．ご本人以外、あるいはご本人名義以外で

お取引される方  

9．銀行、証券会社、先物取引会社等及び官

公庁で、商品、FX に関わる業務を担当

されている役職員の方 

10．認知症等の事理弁識能力に係わる病歴

のある方 

11．その他、本取引を行うに当たりふさわ

しくないと当社が判断した方 

 

 

 

平成 22年 12月 1日 制定 

平成 23年 6月 1日 改訂 

（第 3版）平成 23年 7月 1日 改訂 

平成 23年 12月 1日 改訂 

平成 24年 5月 1日 改訂 

平成 27年 8月 17日 改訂 

平成 28年 1月 22日 改訂 

平成 28年 2月 29日 改訂 

 

 

第 6条（お取引口座の開設） 

1．（略） 

2．（略） 

  3．口座開設基準 

（略） 

1．未成年者 

2．満 76歳以上の方 

3．成年被後見人、被保佐人、被補助人、生

活保護法被適用者 

4．長期入院患者等の随時連絡が取れない方 

5．日本に居住していない個人、日本国内に

登記していない法人 

6．日本国内に本人名義の銀行口座を開設し

ていない方又は法人 

7．反社会勢力に関与している方や脱税行為

その他の違法行為を行っている方 

8．ご本人以外、あるいはご本人名義以外で

お取引される方  

9．銀行、証券会社、先物取引会社等及び官

公庁で、商品、FX に関わる業務を担当

されている役職員の方 

10．認知症等の事理弁識能力に係わる病歴

のある方 

11．その他、本取引を行うに当たりふさわ

しくないと当社が判断した方 

 

 

平成 22年 12月 1日 制定 

平成 23年 6月 1日 改訂 

（第 3版）平成 23年 7月 1日 改訂 

平成 23年 12月 1日 改訂 

平成 24年 5月 1日 改訂 

平成 27年 8月 17日 改訂 

平成 28年 1月 22日 改訂 

 

 

 

 


